
　　第２３５回 埼玉県都市計画審議会

 　 　　　　議　案　概　要　一　覧　表 平成３０年６月１２日(火)　

決定権者 大臣 整備局 意見書

区　域 同意 調　整 通数/人数

埼玉県

坂戸市
鶴ヶ島市

埼玉県

坂戸市
鶴ヶ島市

埼玉県

川越市

春日部都市計画道路の変更について 埼玉県

春日部市

埼玉県

さいたま
市

埼玉県

川口市

5212

無 1/1
　3・3・2号国道16号バイパスについて、さいたま都市計画道路3・
4・138号上野長宮線の整備に伴い、右折車線を設置する交差点形状の
変更が生じたため、一部区間を拡幅するとともに、起点の位置を変更
するものです。

川口都市計画都市再開発の方針の変更について

無 0/0無
 関連計画等の見直しに合わせ、その内容と「川口都市計画 都市再開
発の方針」の基本方針並びに各１号市街地及び各２号再開発促進地区
の再開発の目標等についての整合を図るものです。
　また、併せて事業の進捗状況を反映し計画等の時点修正を行いま
す。

5210

議案番号
議　　　案　　　名

概　　　　要

無

川越都市計画道路の変更について

無

5207

5208

5209

　

坂戸都市計画区域区分の変更について

有 有 0/0
　圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区については、土地区画整理事
業による計画的な市街地整備の実施が確実となったことから市街化区
域に編入するものです。

　市街化区域への編入面積　約39.7ha

無 0/0

　市街化区域に編入する圏央鶴ヶ島インターチェンジ東地区を排水区
域に追加する。
　雨水幹線のルートの見直しに併せ、都市計画運用指針に基づき、大
谷川雨水第１幹線については、排水面積1,000ha を超える位置に終点
を変更する。また、飯盛川雨水第1 幹線、飯盛川雨水第２幹線及び大
谷川雨水第２幹線は、排水面積1,000ha 以下であるため記載を削除す
る。
　富士見ポンプ場については、中央幹線の延伸により自然流下が可能
となったため廃止する。

【排水区域】
  汚水面積 約 1,831ha を約 1,870ha に変更
　雨水面積 約 1,831ha を約 1,870ha に変更
【下水管渠】
　飯盛川雨水第1幹線を削除
　飯盛川雨水第2幹線を削除
　大谷川雨水第1幹線の終点位置を変更
　大谷川雨水第2幹線を削除
【その他施設】
　富士見ポンプ場を廃止

坂戸都市計画下水道の変更について

無

無 3/3
　3・5・17号笠幡小仙波線及び3・5・19号川越上尾線について、「都
市計画道路の検証・見直し指針（平成25年6月 埼玉県策定）」に基づ
く検証の結果、現道を活用した線形に変更するものです。併せて、車
線の数を定めるものです。

5211

川口都市計画、さいたま都市計画、上尾都市計画、蕨都市計画及び戸
田都市計画下水道の変更について

無 無 0/0
　埼玉県荒川左岸南部流域下水道について、下水道総合地震対策計画
に位置づけられている、鴨川中継ポンプ下流管渠（圧送管）の二条化
に伴い、鴨川幹線の管渠（圧送管）を追加し定めるものです。


